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乳
幼
児
医
療
費
の
拡
充
を

財
政
上
実
施
状
況
に
な
い

武
田　

猛
見 

議
員

①
広
域
８
市
町
の
福
祉
分
野
お
よ

び
乳
幼
児
医
療
費
支
援
の
独
自
実

施
状
況
は
。

②
子
育
て
支
援
と
し
て
、
所
得
制
限
の
緩

和
か
撤
廃
す
べ
き
だ
が
そ
の
考
え
は
。

①
全
体
と
し
て
は
、
子
ど
も
と

お
年
寄
り
に
対
し
て
は
広
く

サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
乳

幼
児
支
援
は
、
５
市
町
が
所
得
制
限

を
撤
廃
し
て
い
ま
す
。

②
乳
幼
児
支
援
は
、
重
要
と
の
認
識
を

し
て
ま
す
が
、
現
在
の
財
政
状
況
を

見
る
と
実
施
に
踏
み
切
る
状
況
に
あ

り
ま
せ
ん
。

財
政
見
通
し
と
事
業
の
展
開
は

①
中
期
財
政
見
通
し
に
対
す
る
考

え
方
と
住
民
視
点
で
の
重
点
事
業

の
考
え
は
。

②
村
民
に
対
す
る
情
報
の
開
示
と
共
有
の

考
え
は
。

①
総
合
計
画
に
基
づ
き
進
め
ま

す
が
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で

効
率
的
に
進
め
ま
す
。
重
点
事
業
に

つ
い
て
は
、
子
ど
も
と
お
年
寄
り
へ

の
サ
ー
ビ
ス
、
お
よ
び
産
業
の
育
成

に
取
り
組
み
ま
す
。

②
住
民
に
対
し
ま
し
て
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
・
会
議
な
ど
で
説
明
し
ま
す

が
、
情
報
の
共
有
は
必
要
不
可
欠
と

考
え
、
広
報
活
動
に
力
を
入
れ
て
ま

い
り
ま
す
。

20
年
度
予
算
で
の
重
点
施
策
は

①
こ
れ
ま
で
の
総
合
計
画
に
お
け

る
実
行
計
画
の
進
捗
状
況
と
20
年

度
か
ら
の
計
画
は
。

②
20
年
度
予
算
の
編
成
と
重
点
施
策
の
考

え
は
。①

め
ざ
そ
う
値
で
は
、
44
項
目

の
う
ち
21
項
目
が
達
成
し
て
い

ま
す
が
、
達
成
困
難
の
項
目
も
生
ま

れ
て
い
ま
す
。
政
策
・
施
策
で
は
平

均
92
％
の
達
成
率
で
、
事
業
費
で
見

ま
す
と
98
・
６
％
と
順
調
な
進
捗
状

況
で
す
。
20
年
度
か
ら
の
計
画
も
生

活
者
の
視
点
に
立
っ
て
福
祉
行
政
の

推
進
と
、
産
業
の
育
成
と
雇
用
拡
大

を
推
進
し
ま
す
。

②
20
年
度
は
、「
子
ど
も
と
お
年
寄
り

に
優
し
い
環
境
づ
く
り
」「
地
域
産

業
の
育
成
と
雇
用
拡
大
」「
農
業
を

柱
と
す
る
地
産
地
消
の
推
進
」「
住

民
参
画
・
住
民
協
働
の
推
進
」
に
努

め
ま
す
。
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▲子どもは村の宝、丈夫に育ってほしい
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の
整
備
を
中
心
と
し
て
消
防
司
令

車
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
調
理
機

器
整
備
な
ど
、
地
域
住
民
に
か
か
わ

る
生
活
環
境
整
備
事
業
等
、
そ
れ
ぞ

れ
の
補
助
事
業
毎
の
性
格
、
特
徴
に

基
づ
き
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

①
今
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
た
税
源

移
譲
に
よ
り
納
税
者
の
負
担
感
が

強
く
な
っ
て
い
る
。
特
に
村
民
税
の
四

回
分
割
徴
収
か
ら
毎
月
徴
収
に
改
め
る

等
の
処
置
を
講
じ
て
負
担
感
を
軽
く
で

き
な
い
か
。

②
収
納
方
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
特
に
村

民
の
意
見
を
聞
い
て
納
税
者
の
立
場
に

立
っ
た
、
納
税
環
境
・
収
納
方
法
を
検

討
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

①
収
納
現
場
に
お
い
て
個
々
の

納
税
相
談
に
応
じ
、
分
納
等
の

緩
和
処
置
を
講
じ
て
い
る
が
、
納
税

期
数
自
体
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
税

源
移
譲
後
の
収
納
状
況
の
検
証
、
近

隣
自
治
体
の
動
向
、
徴
税
コ
ス
ト
面

等
を
総
合
的
に
勘
案
し
な
が
ら
検
討

し
て
ま
い
り
ま
す
。

②
コ
ン
ビ
ニ
収
納
等
の
新
た
な
納
付
機

会
拡
充
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
受

け
止
め
て
お
り
、
納
付
環
境
の
利
便

性
向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。

遠藤　秀
ひ で き

鬼 議員
（新志会）　　

防衛整備事業の内容は
周辺地域を中心に実施

①
防
衛
施
設
周
辺
地
域
、
被
災
地

域
で
の
助
成
事
業
が
極
め
て
少
な

く
、
そ
の
大
部
分
が
遠
隔
地
で
の
助
成

処
置
を
受
け
て
い
る
と
い
う
矛
盾
が
発

生
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
伺
い
ま
す
。

②
過
去
の
重
点
整
備
実
施
事
業
と
今
後
の

事
業
計
画
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

①
本
事
業
は
、
周
辺
地
域
一
帯

と
し
て
生
活
環
境
上
、
何
ら
か

の
影
響
、
支
障
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
の
対
策
事
業
と
認
識
し
て
お
り
、

今
後
も
駐
屯
地
周
辺
地
域
で
あ
る
大

川
地
区
を
含
む
一
本
木
地
区
・
柳
沢

地
区
に
お
い
て
、
障
害
の
防
止
・
軽

減
あ
る
い
は
民
生
安
定
が
図
ら
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
今
後
も
当
該
地
域
を

中
心
に
防
衛
施
設
周
辺
対
策
事
業
を

実
施
し
て
い
く
計
画
で
あ
り
ま
す
。

②
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
第
３
条
「
障
害
防

止
事
業
」
と
し
て
、
一
本
木
小
、
一

本
木
中
、
柳
沢
小
・
中
学
校
の
防
音

工
事
、
村
道
改
良
工
事
等
。
法
第
８

条
「
民
生
安
定
事
業
施
設
設
置
助
成

事
業
」
と
し
て
、消
防
施
設
、コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
ゴ
ミ
処
理
施
設
、

村
道
改
良
舗
装
工
事
等
を
実
施
。
法

第
９
条
「
特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備

調
整
交
付
金
事
業
」
と
し
て
、
村
道
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▲大雨による農地災害、一本木大川地区

A2


